
令和８年度 産業用地開発に伴う環境調査業務 特記仕様書 

 

 

第 1 条 適用範囲 

本特記仕様書は、浜松市が実施する「令和８年度 産業用地開発に伴う環境調査業務」（以

下「本業務」という。）に適用する。 

第 2条 業務の目的 

本業務は、産業用地開発検討区域及びその周辺における自然環境の現況を把握し、開発に伴

う環境保全上の配慮事項を整理することを目的として実施する。 

第 3条 業務対象区域 

浜松市中央区または浜名区のうち、委託者が指定する約150haの区域 

第 4条 技術基準等 

本業務の実施にあたっては、浜松市土木工事関連業務委託共通仕様書、浜松市環境影響評価

技術指針マニュアル、その他関係する最新の技術基準及び参考図書に基づくこと。 

第 5条 業務内容 

１ 計画準備 
   業務に関する契約図書、指示事項を十分に把握し、技術的方針及び作業工程を検討し、

業務計画書を作成する。 

 関係機関と調整のうえで、鳥獣捕獲等許可及び特別採捕許可の申請書類を作成し、申請

を行う。 

 許可取得後、許可書写しを委託者に提出する。 

  
２ 既存資料調査 

   既存資料調査にあたっては、別紙「表１」の項目について、参考文献等に記載されてい

る該当項目の収集及びとりまとめを行う。参考文献等は最新版を使用し、出典（著者名・

名称・情報の時点等)を明記する。 

 

※ 参考文献等は、「浜松市環境影響評価技術指針マニュアル 13、14 頁の入手可能な資

料(例)」を参照 

 
３ 調査計画の作成 

   現地踏査を実施したうえで、現地調査の内容（参考）、別紙「表２」を参考に調査地点、

調査時期、調査方法等を検討し、現地調査計画（案）を作成する。 

 現地調査計画（案）に対して専門家へのヒアリングを行う。 

 ヒアリング結果を踏まえ、現地調査計画書を作成する。 

 

  【専門家について】 

 専門家とは、公的研究機関や大学の研究者等、自然環境に精通した者とし、受託者が選

定し、委託者の了承を得た者とする。 

 専門家へのヒアリングに係る謝礼、交通費その他一切の必要経費は、受託者の負担とし、

本業務の契約金額に含むものとする。 

 

４ 現地調査 
   現地調査計画書に基づき、現地調査を行う。 



 植物の希少種や重要種等が確認され、委託者の指示があった場合は、LiDAR（レーザー

光を照射し周囲の形状を 3次元データとして取得するセンサー）等を用いて現地の点群

データを取得し、地形形状や樹林構造などを詳細に把握した立体的な調査結果資料を作

成する。 

   

５ 調査結果とりまとめ 
   現地調査の結果は、確認種リストとしてとりまとめる。 

 
６ 予測・評価・環境保全措置の検討 

   産業用地開発の計画及び現地調査結果を踏まえ、予測・評価・環境保全措置の検討を行

う。 

 希少種、重要な種等が確認された場合、種名、個体数、確認位置等を整理したうえで、

専門家へのヒアリングを行う。 

 保全措置の検討は、必要に応じ別途行う保全計画の基礎資料とする。 

 
７ 報告書作成 

   上記項目で実施した調査及び検討事項について、報告書を作成すること。作成にあたっ

ては、検討の過程および根拠を明確にすること。 

   
８ 打合せ協議 

   本業務の作業内容について、委託者、受託者で打合せ協議を行う。 

 打合せは、業務着手時、現地計画書策定時、中間打合せ（年度報告１回、結果報告１回、

予測評価１回）及び納品時の計６回実施（令和８年度３回、令和９年度３回）するもの

とする。 

 受託者は、打合せ記録簿を作成し、委託者の確認を受けること。 

 

第 6条 中間報告 

受託者は委託者の求めに応じ、中間報告を行うものとする。 

第 7条 成果品 

成果品は次のとおりとし、全て委託者に帰属するものとする。 

 
１ 報告書 １部 

２ 電子データ（ＣＤ－Ｒ等） １式 

３ 調査結果の概要 １部 
４ その他、委託者が必要と認める資料 １式 

第８条 貸与資料 

本業務を実施するにあたり、委託者は必要に応じて資料を貸与する。資料については、委託

者、受託者との協議の上定めるものとする。 

 

第 9条 業務完了報告書の提出 

   受託者は、次の各段階で業務完了報告書(中間)又は業務完了報告書(最終)を委託者に提出す

る。 

  (1) 令和 8年度末 

     業務完了報告書(中間) 

   (2) 全業務完了後 

    業務完了報告書(最終) 



第 10 条 業務委託料の支払い 

委託者は前項で規定する業務完了報告書を受理した後、契約書第10条で規定する検査を行い、 

 合格と判定したときは、受託者に対し以下のとおりの委託料を支払う。 

(1) 令和 8年度末 委託料の 50％ 

   (2) 全業務完了後 委託料の 50％ 

    

第 11 条 その他 

本仕様書に記載されていない事項または、疑義を生じた場合は、委託者、受託者との協議の

上定めるものとする。 



別紙 表１ 既存資料調査の内容 
 

※「浜松市環境影響評価技術指針マニュアル 平成 ３１年  ３ 月」より抜粋 



別紙 表２ 現地調査の内容（参考） 

項目 種目 調査回数・調査時期 調査手法 

現
地
調
査
・
と
り
ま
と
め 

動物 哺乳類 2 回 

フィールドサイン法 

トラップ法 

無人撮影法 

 一般鳥類 
4 回 

（春･初夏･秋･冬） 

任意観察法（夜間含む） 

定点観察法 

ルートセンサス法 

 猛禽類 
７回 

※１営巣期 

営巣場所調査（定点観察・

林内踏査） 

繁殖状況調査 

 爬虫類・両生類 
3 回 

（早春･初夏･秋） 
任意観察法 

 昆虫類 
6 回 

（春 2回･初夏 2回･夏･秋） 

任意採集法 

ライトトラップ法 

ベイトトラップ法 

※同定含む 

 魚類 
1 回 

（夏） 

任意採集 

環境 DNA 

 底生動物 2 回（夏･冬） 

定量採集 

定性採取 

※同定含む 

植物 植物相 
3 回 

（春夏秋） 

任意観察法 

※同定含む 

 現存植生 
１回 

（夏） 

植物社会学的手法 

植生群落調査 

生態系 

注目種 

（上位性・典型性・

特殊性） 

動物・植物と兼ねる 
動物・植物の調査結果をと

りまとめる 

 

 

 

 

 


